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（
質
問
の 

五
四
）

答

弁

第

五

四

号 

    

衆
議
院
議
員
竹
尾
弌
君
提
出
教
育
委
員
会
法
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
五
三
号 

昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日 

衆

議

院

議

長 

林 
 

讓 

治 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
竹
尾
弌
君
提
出
教
育
委
員
会
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
一
日
に
設
置
さ
れ
る
教
育
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
当
該
教
育
委
員
会
を
設
置
す
る
た
め
に
市
町

村
に
お
い
て
條
例
を
制
定
す
る
必
要
は
な
い
。 

二 

（2） 

お
見
込
み
の
通
り
で
あ
る
。 

1） 

お
見
込
み
の
通
り
で
あ
る
。 

（（3） 

当
該
市
町
村
の
教
育
行
政
機
関
が
法
律
上
存
在
し
な
く
な
り
、
教
員
採
用
の
発
令
者
が
い
な
く
な
る
こ
と
は
お
見
込 

み
の
通
り
で
あ
る
か
ら
新
た
に
教
員
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
従
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
教
員
は

な
お
当
該
市
町
村
の
教
育
公
務
員
で
あ
り
、
俸
給
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
爾
後
こ
れ
ら
の

教
員
に
対
し
て
懲
戒
、
免
職
、
転
任
等
の
一
切
の
身
分
上
の
処
分
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
市
町
村
の
教

育
行
政
は
混
乱
に
陷
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 



右
答
弁
す
る
。 
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